
 

つくし野三丁目街づくり推進地区区域図（「街づくり推進地区」対象区域：Ａ地区） 

 

Ｂ地区については、「街づくり推進地区」適用外区域のため届出は不要ですが、「つくし野

三丁目街づくりプラン（計画）」における項目１～４の適応区域です（下表参照）。 

 

※Ｂ地区地番…つくし野三丁目２３－２、２３－１８、２３－１９、２３－４０、 

２３－４１、１０３－１４、１０３－１６ 

 

【つくし野三丁目地区街づくりプラン（計画）における地区別適用項目】 

地区街づくりプラン項目 Ａ地区 Ｂ地区 

１ 地区街づくりプランの名称  

 

適用 

 

 

適用 

２ つくし野三丁目街づくり憲章 

３ つくし野三丁目 地区街づくりの方針 

４ 土地利用の方針 

５ 建築物のルール 適用外 

 

この背景の地図は町田市が公共

測量によって作成したものです。

（平 28国地関公第 150号） 


